






を代表する産業動物の健康維持に不可欠な管理の
一つであり、それぞれ個体の立ち姿に対する課題
を見つけ、正しい立ち方へ補正する高度な技術を
要する。故に長年の経験や知識、技術を持ち合わ
せた蹄の専門家とも言える生業である。専用の道
具、装備も必要であることから、削蹄師がもつ熟
練した技術は教員の経験のみでは身に付けること
が困難であり、これまでの授業では削蹄の見学に
留まるところであった。
　そこで、「課題研究」の中で生徒は自らが手掛
ける肥育牛を実際に削蹄し、体重600～800ｋｇあ
まりにも及ぶ身体を支える蹄の感触を初めて体験
した。去勢の肥育牛は約30カ月前後の出荷まで
に、その身体が増体していくことと合併し、疾患
も含めた多くのリスクを背負うことになる。その
生命線となる起立可能である状態を保つことが出
荷間際になるにつれて極めて肝心なコンディショ
ンと言える。その重要さを理解し、蹄を含めた四
肢の健康について学びを深める貴重な学習の機会
となった。

 

②鹿児島全共出場に向けた飼養管理技術と調教技
術を学ぶ

　全国和牛能力共進会とは、全国の優秀な和牛が
各都道府県の代表牛として一堂に集まり、その優
秀さとともに日頃の生産、改良の成果を競う大会
である。本共進会の特徴は５年に一度開催され、
それぞれの時代の要求を反映した出品区が設けら
れ、取組み成果の検証と併せて、次の世代を託せ
る素材の実証展示により、今後の和牛改良の方向

性をも明示するものであり、全国41都道府県から
438頭が出品した。
　出品区分「高校及び農業大学校の部」は農業教
育とその学習活動を通じた和牛への理解醸成と担
い手の育成を目的とした区である。和牛を飼育す
る高校及び農業大学校で生産・飼育された若雌１
頭が出品され、出品牛と取り組み発表に対する総
合的な審査がある。この区では、和牛生産・飼育
を学ぶ学生の意欲向上を図るとともに、学生によ
る和牛の魅力の発信を通じ、将来にわたり和牛生
産に取り組む人材の育成・確保を目指すものであ
り、全国から24校が出品した。
　前述の取り組みでもご協力いただいた岩手チー
ムの団長を務めた岩渕氏をはじめ、ＪＡ岩手ふる
さと、全農いわて等、県内の和牛生産に携わる組
織の皆さんのご協力のもと、夢の舞台への出場に
向けた取り組みが実現した。

 

　はじめに飼養管理技術については、牛の遺伝的
な能力を最大限に表現させることが必要であるた
め、飼料の給与方法、飲み水の与え方、運動の方
法（場所の選定、牛のコンディションによる判断
も含む）、毛刈りの方法、矯角（角の修正）、削
蹄等の多岐にわたる管理があり、この技量は長年
の知識や経験も含めて最終的に出品牛の仕上がり
を大きく左右してしまう。優良な牛造りとは「無
駄な脂肪を付けず、体積感のある牛をつくる」こ
とであり、正に原点に返る飼養管理を岩手チーム
の皆さんにご指導いただいた。
　さらに、地域で行われている家畜審査会や共進
会に足を運び、「良い牛を知る」学習へも力を入

（写真１）削蹄を体験する生徒

（写真２）第66回岩手県畜産共進会へ出品
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れた。発育状態や全体のバランスを知るために農
協の方から測定器具の正しい使い方や測定方法を
教わり、牛の発育状況の観察に繋げた。限られた
時間の中でこれまでの飼養管理の見直しや、その
経過からアドバイスをいただきながら「牛の外
貌・体型は３日で変わる」という教えを通じて観
察眼を育むことに努めた。

　調教技術については、審査の場で審査員及び多
くの参観者の目前で、綱一本により牛をコントロ
ール（美しい正姿勢の保持など）し、他の出品牛
より優れ、際立った面をアピールするために必要
なトレーニング技術である。本校の出品牛「みず
のうれいか号」は神経質であるため、調教ロープ
を大きく振る動作を見せると極度に怖がった。一
度嫌になると調教の指示を拒み、歩くことすらま
まならないため牛との信頼関係を構築すること
や、意思疎通がどれほど難しいものか、生徒と共
に身をもって痛感した。大会１カ月前に迫る頃、
週１回の集畜指導会へ参加し、多くのアドバイス
をいただきながら自分たちに合った最善策を考え
続けた。そこで牛への調教に対する恐怖心を与え
ないよう、調教ロープを「正しい位置にきちんと
打ち込むこと」「小さく打ち込むこと」などに努
め調教技術の向上を通して牛との意思疎通に繋げ
た。大会当日までに費やした全ての時間が、人と
牛との二人三脚とも言える絆を育んだ、かけがえ
のないものとなった。

　その成果として、牛と共にあった日々の成果を
審査会場で発揮し、牛がもつ長所を堂々と全国へ
アピールすることができた。

 

⑵『地域に根付く和牛づくりを実践する』
和牛甲子園への取り組み
　前述したように奥州市は和牛の産地であり、い
わて牛を代表し全国的な知名度を誇る「前沢牛」
をはじめとした銘柄牛は、きめ細やかな霜降りの
肉質であることから評価が高い。このことから、
地域に根付いてきた伝統の肥育技術の会得と、更
なる肉質向上を研究テーマとして位置付け、「課
題研究」を中心とした研究活動の中でＰＤＣＡサ
イクルを活用しながら、その成果をプレゼンテー
ションすることで学習の深化と定着を図ってい
る。
　和牛甲子園へは平成29年度の第１回大会から出
品し続け、今年度は第８回大会へ向けた出品準備
を進めている。本大会は世界中を震撼させた新型
コロナウイルス感染症が猛威を振るう最中もリモ
ートを駆使しながら絶えず開催を続け、全国の農

（写真３）出品牛への給餌の様子

（写真４）出品牛の調教の様子

（写真５）鹿児島全共審査会の様子
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業高校において和牛生産に取り組む「高校牛児」
の晴れ舞台として、全国での仲間づくりの場とし
て有り続けている。

 

  

　大会への出品に向けて、研究活動の中心となる
のは２年生から各部門（他に作物、草花、野菜、
果樹）に分かれる専門分会のメンバーであり、活
動人数は４～６名程度で翌年の進級後も引き続き
同じメンバーでの活動となる。学年によっては地
域の後継者も数名在籍することから、地域に伝わ
る飼養管理技術を非農家の仲間へ伝えながら、後
輩達へも構築してきた技術を伝えてきた。出品牛
は全て自家産であり、その素牛生産及び、子牛市
場への出荷に係る管理においては２、３年生で展
開している「畜産」の中で基礎知識、技術に加え
て岩手県の和牛生産の歴史について扱っている。
　これまで継続研究してきた酒粕をエコフィード
として活用することや、更なる「脂肪質向上」の
ために校内で生産したくず米の活用などで付加価
値と時代のニーズに合った枝肉を生産し、近年の
生産資材価格高騰へ立ち向かいたい。
⑶『和牛づくりと、かけがえのない仲間づくり』
　畜産の学習の中には自身で育てあげた経済動物
を最後には「いただく」という体験がある。命に
感謝する心を育む学びは、命と向き合うことが多
い農業の学習でなしえる大切な学びだと心得てい
る。特にも和牛甲子園への出品に向けた研究活動
の中には「共に育て、最後は共に味わう仲間の
輪」を築く環境があると感じている。　　　　
　生徒たちは雨の日も、雪の日も出荷までの期間
に給餌当番を決めて朝夕の飼養管理をしている。
当番は給餌記録表にその時間の給餌量、採食の様
子など次の当番への引継ぎ事項を記録している。

このように長期のプロジェクトで培ったチームワ
ークはこれまで触れてきた牛たちへの「いただき
ます」を心から実感するものとなり、感謝と達成
感を共有し、味わう豊かな心を育むものと感じて
いる。

 

 

３　まとめ
　「地域とつながる和牛づくり」を通して産地形
成、継承活動の一翼を担ったという自負を若き農
業人である水沢農業高校生の多くは実感すること
ができたと考える。そして、牛と共になしえた成
功体験は生徒たちの自信となり、大人になった後
も農業教育での学びが生きる糧となることを心か
ら願ってやまない。
　農業教育は生徒及び指導教員が地域とともに学
び、活動する意識形成とそれを保証する良き学習
環境があるからこそ豊かな学びを受け取ることが
できる。長年の農業の課題である担い手不足、生
産コスト上昇、環境負荷軽減などの情勢が時に暗
い影を落とすが、この先も水沢農業高校が地域の
和牛づくりを伝える場所となるようあり続けた
い。

（写真６）プロジェクト発表の内容

（写真７）飼養管理記録

おだ　たかし
県立千厩東高校、県立花巻農業高校を経て、平成
24年度から現任校に勤務。

とうかいりん　みく
県立久慈東高校、県立盛岡農業高校を経て、令和
３年度から現任校に勤務。
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幼児が主体的に遊びを楽しむ保育
～ ごっこ遊びを通して～

実践交流

盛岡市立太田幼稚園

主任教諭 藤村　亜紀子

１　はじめに
　幼児は様々な環境に主体的に関わることを通し
て、遊びを充実させ、多様な学びを得ながら発達
に必要な経験を積み重ねていく。そのため、幼児
の発達をふまえ、幼児が興味をもって主体的にか
かわって遊ぶことができるために、もの・こと・
人・時間などの環境を計画的に構成したり、遊び
に合わせて再構成したりすることが必要となる。
　ごっこ遊びは、幼児が心を動かし、想像をめぐ
らし、なりきったり、見立てたりして面白そうな
ことに関わり、自分なりの楽しさを感じたり、友
達のしていることの面白さにふれたり、様々な遊
具や道具を使ったりしながら経験を広げていくこ
とができる。その中で、幼児一人一人の思いに寄
り添い、幼児が遊びに夢中になって遊ぶ姿を支え
ていきたい。
　ここでは、エピソードをもとに幼児の姿から、
どのようなことを楽しんでいるのか、どのような
思いや心の動きをしているのか、そこで経験して
いることは何か、経験に必要な環境や援助は何か
ということについて考えていきたい。

２　事例
事例１「海に行こう」３歳児・満３歳児８月
【教育課程３歳児３期：友達と遊ぶ楽しさを感
じ、かかわりを深めるようになる時期、満３歳
児：園生活に慣れ、好きな遊びを見つけて遊べる
ようになる時期】

　Ａ児とＢ児がままごとをしていて、「今日
は、バーベキューだよ」とままごとコーナーの
外側に食べ物や焼く場所を作り始める。
　Ｃ児はいきなり座って、食べ物を焼き始め

る。Ｂ児が「Ｂ児のだよ！」と大きい声を出す
と、Ｃ児は「うわー」と唸り声をあげて怒る。
　教師「だまって入らないで、入れてって言う
のだったでしょ」と言うと、Ｃ児は怒りを押さ
えて「入れて」と聞く。Ｂ児も気持ちが収まっ
て「いいよ」と受け入れる。
　Ｄ児は周りを行ったり来たりしていて入りた
い様子だが入れないでいる。教師「Ｄ児ちゃん
も入れてって言ってみたら」と声をかけると、
Ｄ児は「入れて」と言って加わることができ
た。
　Ａ児が「海で泳ぐ」「海は？」と言ってく
る。以前に年長組がブルーシートを広げてハワ
イごっこをしていたところに入れてもらったこ
とがあったので、そのイメージではないかと思
い、教師はブルーシートを出してきて、広げ
た。
　Ａ児は「ジャッボーン」と言って海に飛び込
む真似をする。すぐにＢ児もＣ児も来て、泳ぐ
真似をする。
　次にＡ児が「泳ぐのほしい」と言ってきて、
教師が「浮き輪かな？」と聞くとＡ児「そう」
と言うので、浮き輪を持ってくる。浮き輪を見
てＡ児とＢ児は浮き輪に乗って海に浮かんでい
る気分になっている。
　Ａ児が今度は以前に作っていた水中メガネを
つけて浮き輪で泳ぐつもりになっている。
　Ａ児を見て、Ｂ児「Ｂ児も」Ｃ児「Ｃ児も」
Ｄ児「Ｄ児もほしい」と次々と水中メガネをほ
しがる。青のセロファンを用意していたので順
番に作って同じく身に着けると、浮き輪に乗っ
て浮かんでいるつもりになっている。
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〈事例から読み取れること〉
○友達と関わる楽しさを感じられるようにする。
　浮き輪や水中メガネなど他児がしている面白そ
うなことを自分でも真似しようとしたり、同じ場
所で同じ物を身に着けたり持ったりしたがり、周
囲の様子に気付けるようになってきて、友達に親
しみの気持ちを感じてきている。同じ物を身に着
けたり持ったりしながら泳ぐ真似をしたり浮き輪
でゲームをしたりするなど、友達とちょっとした
面白さに共感しながら、友達が心地よいものにな
り、一緒に遊びたい存在になってきている。「同
じだね」「一緒でうれしいね」という気持ちを感
じられるように教師が橋渡しをしたり、同じ物を
持てるように遊具や材料を用意したりすることで
遊びがふくらみ、変化している様子が見受けられ
るようになった。
　友達と同じようにしたいけれど、うまく自分の
思いを表わせない、言葉で伝えられない時期でも
ある。幼児が何をしたいか幼児の気持ちを読み取
り、教師が言葉にしていくことで相手の気持ちに
気付き、友達との関わり方を学べるように援助し
ていきたい。

○イメージが膨らむ物を用意する。
　教師は幼児がなりきって遊ぶことができるよう
にブルーシートや浮き輪、水中メガネの材料など
を用意していった。年長組の遊びのイメージから
自分たちでも遊ぶのではないかと予想し、必要な
ときに使ったり作ったりできるようにしておい
た。これによって幼児のイメージが具体的にな
り、海ごっこの遊びがさらに楽しくなった。

事例２「ケーキのおうちを作ろう」４歳児２月
【教育課程４歳児10期：進んで友達と活動するよ
うになり、充実して遊んだり生活したりする時期】

　Ａ児が携帯電話を持ち込み、「ゲームしてい
るの」と浮き輪に乗ってゲームをする真似をす
ると、Ｂ児「Ｂ児もゲームしてるの」Ｃ児「Ｃ
児も」Ｄ児「Ｄ児も」と同じことを真似して喜
んでいた。教師「みんなで海に浮かんで気持ち
よさそう！携帯電話を海に落とさないように
ね」と声をかけると、お互いを見ながらさらに
海で浮かんでいる気分になっていた。
　その後はＣ児が海で溺れてみんなで助けた
り、クラゲに追いかけられて刺されたりするな
ど、海で様々な出来事が起こり、遊びが変化し
ていった。

　Ｅ児とＦ児はネコの耳をつけてネコになる
と、Ｅ児が「ネコの家を作る」とゲームボック
スを運んでくる。Ｆ児が来て「入れて」と言っ
てくるとＥ児は「いいよ」「大きい家を作ろ
う」と受け入れる。Ｆ児が「Ｆ児の部屋は２階
ね」と言うとＥ児も「Ｅ児も２階がいい」と一
瞬険悪な雰囲気となったが、Ｅ児「じゃあ２人
寝られるように大きくしよう」と２人でやり取
りする中で解決し遊びが始まる。
　Ｅ児は以前に作っていた金づちやのこぎりな
どの工具セットを持ってきて、ゲームボックス
の上に段ボールをのせ、継ぎ目をのこぎりで切
る真似や金づちで叩く真似をして家を作ってい
る気分になっている。
　Ｆ児も同じように作った工具箱を持ってくる
が、Ｅ児の工具より少ないことに気付き、Ｆ児
「Ｆ児もＥ児ちゃんが持っているのほしい」と
ドリルのようなものを指して言う。Ｆ児「どう
やるのかな」と教師に聞いてくるので、教師
「Ｅ児ちゃんに見せてもらったら」と言うとＦ
児「Ｅ児ちゃん、それどうやって作るの」と言
って見せてもらう。Ｅ児は「トイレットペーパ
ーに三角みたいにしてくっつけるんだよ」と教
えてくれて、Ｆ児は同じように材料を製作棚か
ら探してきて作り始める。三角すいにするのが
難しかったが教師に押さえてもらいながら作り
上げる。Ｆ児は同じくできたことを喜んでＥ児
に「見て」と見せ、作っていた家に穴をあける
真似をする。
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〈事例から読み取れること〉
○友達とじっくりかかわって遊ぶことができるよ

うにする。
　自分の思いを表わしながら、友達の考えも聞
き、受け入れて遊べるようになってきている。互
いに自分が考えたことを伝えたり、困ったときに
教えてもらったりできる関係性ができてきて、
「○○ちゃんとこうしたい」「一緒にできて楽し
かった」という積み重ねが、友達と相談しながら
遊びを進めていくという協同性につながっていく
と思われる。ここでは２人でじっくり向き合って
遊ぶことができ、相手に思いを伝えたり相手の話
を聞いたりすることができた。友達に自分の思い

　ゲームボックスの上を段ボールで囲み、２階
ができると形を見てケーキをイメージしたよう
で、Ｅ児「ねえＦ児ちゃん、ケーキのお家にし
ようよ」Ｆ児「いいね」と２人と喜んでいる。
Ｆ児「クリームどうする？」Ｅ児「白いのがい
いよね」と保育室にあった白いポリ袋を見つけ
てきて、段ボールの壁にくっつけている。Ｆ児
「チョコレートをつけよう」Ｅ児「クッキー
も」とマーカーで段ボールに直接描いて、ケー
キをデコレーションしていく。
　Ｆ児「ろうそくがほしい」Ｅ児「５歳にしよ
う」と２人で材料を探しに行くと、ラップの芯
を見つける。いろいろな色のビニールテープで
誕生日のろうそくのように巻いて５本できる
と、大きいろうそくに満足したようで、Ｅ児
「大きい」Ｆ児「ケーキにのせよう」と自分た
ちの家にくっつけている。教師「わー、おいし
そうなお家だね。大きいろうそくすてきだね」
と言うと満足げにしている。家を食べる真似を
するなどしながらさらにネコごっこが続いてい
た。

を出せる環境を作っていくことが大切である。
○発想やイメージが実現できる環境を構成する。
　Ｅ児もＦ児も保育室の環境や製作コーナーの材
料、道具などがわかり、イメージして考えたこと
を自分たちで実現できるようになってきている。
その時期の遊びのイメージに合わせて、幼児がイ
メージし考えたことを実現できるように自分で選
んだり自由に使えたりする材料や素材が環境とし
てあることが大切である。

事例３「海外旅行に行こう」５歳児10月
【教育課程５歳児14期：友達と協力して遊びを進
めたり、目的に向かって自己を発揮したりしてい
く時期】

　昨年度の年長組の船作り遊びから自分たちで
も船やキャンピングカーなど様々な乗り物を大
型積木や巧技台などを使って、みんなが乗れる
ように作るということを何度かくり返してきて
いる。
　今回はＧ児、Ｈ児、Ｉ児が「ジェット機を作
ろう」ということになり、みんなで大型積木を
運び始める。
　Ｇ児「みんなで乗れるように大きく作ろう」
と、Ｈ児「（積木を）ここに置いてもいい
の？」と聞いてくるとＧ児「もっとこっち」な
どと指示しながら積木を運ぶ。次第に形ができ
てくると、Ｇ児「Ｇ児ここに座る」と一番前の
操縦席のところにイスを持ってくる。するとＨ
児とＩ児も自分の座る場所を作ったり、キャリ
ーバッグを持ち込んだりして次第に出かける気
分になってくる。
　Ｇ児は「もっとイスがあったほうがいい。お
客さんの分」と空いているところにイスを置く
と、Ｈ児「そこに（イスを）置くと狭い」Ｇ児
「じゃあこうして・・・」とイスをずらした
り、Ｈ児「トイレも作ろう」Ｇ児「後ろがいい
よ」Ｈ児「そうだね」とイスを置いて周りを段
ボールのドアで囲んだりして、考えを出し合い
ながらジェット機内を作っていった。
　Ｇ児「出発しよう」の声にそれぞれ自分の席
に着く。教師「どこ行きですか？」と聞くと、
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〈事例から読み取れること〉
○イメージをふくらませ、友達と共通にして遊び

を進めていけるようにする。
　生活体験や様々な情報からの知識を活かして
遊びに取り入れ、外国に行ったつもりになって表
現することが楽しい遊びにつながっている。３人
とも飛行機に乗って外国に行くという経験はな
く、一人一人の体験や情報の幅は違っているが、
一人一人の考えやイメージをつなげて丁寧に援助
していくことが豊かな活動につながる。
○共通の遊びに向けて仲間と思いや考えを出し合

い、遊びに取り組めるようにする。
　共通の目的に向かって取り組み、活動する中
で、自分がイメージしたことを実現しようとしな
がら、友達の考えを認め、友達と相談したり協力
したりして遊びを進めようとする姿が見られるよ
うになってきている。自分の思いを言葉で表わし
たり、友達に聞いてもらったりしたことが伝える
喜びを味わい、遊びに主体的に取り組む姿となる
だろう。

３　おわりに
　遊ぶ中で幼児が育つためには、「面白い」「わ
くわくする」と思いながら遊ぶことが大事であ
る。遊びの面白さを味わう経験が十分できるよう
に一人一人の面白さ、楽しさに寄り添い、共感し
ていきたい。
　一人一人の興味、関心、心の動きを捉えて、友
達との遊びを十分に楽しめるような場や時間を大
切にし、くり返し関わることができる材料や道具
を用意していくこと、幼児の実態や発達の時期に
応じてなど、環境を細かく計画していくことが大
切であると感じた。遊びの中で一人一人のイメー
ジが広がり、友達と関わることでさらに遊びのイ
メージがふくらんでいく過程を十分に楽しめるよ
うにしていきたい。

Ｇ児「花巻！」と花巻に行くことになる。到着
するとＧ児「今日は花巻温泉に泊まります」と
ステージにあったベンチで部屋を仕切り、Ｈ児
「この部屋にする」Ｉ児「温泉に行ったことあ
るよ。温泉も入ろう」Ｇ児「露天風呂だね」と
言いながら泊っているつもりになる。
　Ｈ児「今度はどこに行く？」と言うと、Ｇ児
「北海道」Ｉ児「仙台」など話しており、ちょ
うど運動会後で万国旗にふれ、様々な国が話題
に出ていたことから教師は「飛行機だからいろ
いろな国にも行けるんじゃない？」と国旗の絵
本を見ながら言ってみると、Ｇ児「ブラジル知
ってる」Ｉ児「中国にパンダがいる」など国旗
の絵本を見ながら様々な話題となった。
　すぐに朝が来て、Ｇ児「出発の時間です」と
２人に誘いかける。教師が「どちらまで行くん
ですか？」と聞くと、Ｈ児「ピザを食べに行き
たい」と言うので、教師「じゃあ、イタリアで
すか？」と返すと、Ｇ児「そう、イタリア」と
イタリアまで出発するつもりになる。イタリア
に到着すると、Ｈ児「ここがピザ屋さん」と以
前に作ったピザ窯とピザを運んでくる。最初は
教師が店の人になり、３人が観光客になって
「ピザください」と食べに来る。次はＩ児が店
の人になり、ピザ屋を交替しながらイタリア観
光をしているつもりになっていた。
　その後は、アフリカに行ってゾウに乗る、イ
ンドでカレーを食べるなどいくつかの外国に出
かけて楽しみ、次の日もまた遊びが続いた。

ふじむら　あきこ
盛岡市立つなぎ幼稚園、盛岡市立米内幼稚園勤務
を経て、平成21年度から現職。
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病弱特別支援学校における指導の充実を目指して
－ 自立活動指導資料（病弱）の作成と活用を通して－

１　はじめに
　近年、病弱特別支援学校においては、対象とな
る病気等の種類が700疾患以上に拡大してきてい
ます。また、小児がんを含む慢性疾患の児童生徒
に加え、精神疾患及び心身症の児童生徒も在籍し
ています。病気等の状態や背景なども多様になっ
ていることから、児童生徒一人一人の教育的ニー
ズに応じた自立活動の指導を一層充実させること
が求められています。
　本稿では、令和５年度長期研修における研究
「特別支援学校における障がい種に応じた教員の
専門性の向上と指導の充実に関する研究―自立活
動指導資料（病弱）の作成を通して―」から、以
下の３点について紹介します。
　〇自立活動指導資料（病弱）の作成
　〇自立活動指導資料を活用した授業実践
　〇授業実践での具体的な支援や教材

２　自立活動指導資料（病弱）の作成
　県内の病弱特別支援学校で病弱教育に携わって
いる管理職及び教員を対象に、病弱教育において
必要とされる教員の専門性の要素を調査しまし
た。その結果を受けて、文部科学省や独立行政法
人国立特別支援教育総合研究所、全国特別支援学
校病弱教育校長会等の資料を参考に、自立活動指
導資料（病弱）（以下、「自立活動指導資料」と
いう）を作成しました。
　自立活動指導資料は、三つの章で構成していま
す。第１章には病弱教育の基本的理解に必要な11
項目を、第２章には自立活動の指導に関わる基本
的事項や、個別の指導計画の基になるプロセスを
考えられるよう、『自立活動目標設定シート』の
作成・活用について示しました。第３章には各教

科を行う上での配慮事項や、自立活動の指導との
関連について示しました。全章を通して病弱教育
で使われる用語の説明や、教員の指導にまつわる
エピソード等をコラムとして掲載しました。加え
て、病弱教育に関連する文献を閲覧、活用できる
ように、２次元コードも掲載しました。また、巻
末には『自立活動目標設定シート』と『Ｃｏ－Ｍ
ａＭｅ※アセスメントシート』の様式を添付しま
した。自立活動指導資料は、下の二次元コードか
らダウンロードが可能です。

３　自立活動指導資料を活用した授業実践
　授業実践１は、小学部児童２名を対象に４時
間、授業実践２は、小学部１名を対象に４時間実
施しました。（授業実践の詳細は、こちらの二次
元コードから閲覧可能です。）授業実践では、自
立活動目標設定シート（図１）を
活用し、個別の指導計画の基にな
るプロセスを児童に関わる複数の
教員で話し合いました。

教材開発

岩手県立盛岡青松支援学校

教諭 坂倉　智子

※Ｃｏ－ＭａＭｅ（こまめ）：独立行政
法人国立特別支援教育総合研究所（2018）

『精神疾患及び心身症のある教育的支援・
配慮に関する研究』の研究成果物である。
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　個別の指導計画作成
は、担任一人に任せる
のではなく、複数の教
員で話し合うこと、ま
た、話し合う際は、互
いの意見を尊重し合いながら行うことが大切であ
ると考えます。今回は児童に関わっている９名の
教員で行いました。ここでは、授業実践１につい
ての実態把握、課題の抽出、指導内容の設定をど
のように行ったか紹介します。

⑴　実態把握
　実態把握は、①「病弱の状態の把握」（自立活
動指導資料pp.3－5）、②「自立活動27項目の説
明と病弱である児童生徒の状態と区分・項目の関
連例」（自立活動指導資料pp.32－35）を参考に
対象児童について幅広く情報収集しました。ま
た、児童らは、精神及び行動の障がいを有してい
たり、情緒の安定や社会性の発達で課題が見られ
たりしたため、③『Ｃｏ－ＭａＭｅ』も活用し教
員間で共通理解を図りました。

⑵　課題の抽出
　実態把握したものを受けて、課題の背景にある
要因や他にも挙げられた課題同士の関連を整理し
ました。また、児童のよさや強みにも着目しなが
ら課題の抽出を行いました。図２は、児童Ａの目
標設定シートの一部です。

　児童Ａは、友達と仲良く遊びたいという願いを
もっており、休み時間には友達や教師を誘って鬼
ごっこやドッジボールなどをして遊んでいます。
しかし、精神疾患を有しており、視覚・聴覚刺激
に対して多動・衝動性があります。語彙が少な
く、状況に応じた言葉遣いが難しいことや、自分
の都合でルールを変えようとすることが課題とし
て挙げられました。児童Ｂは、明るく誰にでも好
意的であり、友達や教師と一緒に遊ぶことが好き
です。しかし、睡眠困難症があり、安定した睡眠
をとることが難しく疲れやすく、疲れているとき
や自分の思い通りにならないときに、友達や先生
に対して不適切な言動になりやすいことが課題と
して挙げられました。

⑶　指導内容の設定
　指導目標を達成するために、指導内容を設定し
ます。「具体的な指導内容を設定する際の配慮事
項（６点）」（自立活動指導資料p.46）を考慮し
たり、「自立活動27項目の説明と病弱である児童
生徒の状態と区分・項目の関連例」（自立活動指
導資料pp.32－35）の指導内容（例）を参考にし
たりしながら、①②の手順で指導内容を設定しま
した。①６区分27項目から必要な項目を設定しま
す。②設定した項目をどのように関連付けるかを
設定します（図３）。

実態把握

指導目標

課題の抽出

指導内容

評価基準

図１　自立活動目標設定シート

友達と仲良く遊びたい
本児の願い

自分の都合でルールを 
変えようとすることがある

状況に応じた言葉遣いが
難しいことがある

本児の課題

状況に応じた言葉遣いができるようになる
ルールを守って遊ぶことができるようになる

指導すべき課題

図２　児童Ａの目標設定シートの一部（課題の抽出） 
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⑷　授業実践での具体的な支援や教材
　授業実践での具体的な支援や教材は、児童の
実態や各授業のねらいを踏まえ、自立活動指導
資料に記載されている事項や「Ｃｏ－ＭａＭｅ」
の支援例を参考に考えました。なお、授業実践
の概要は右の表のとおりです。
　ア　コミュニケーション能力の育成につながる

支援（ふわふわ言葉カードの使用をとおして）
　　児童Ａは、状況に応じた言葉遣いが難しいこ

とがありました。そのため、コミュニケーシ
ョンの育成につながる支援として、ゲームの
中で使う言葉についてふわふわ言葉カードを
使って教師と相談できるようにしました。第
１時と第４時を比較すると、児童は、ふわふ
わ言葉の使用回数だけでなく、言葉の種類が
増え、さらに、場面や状況を捉えて使うこと
ができるようになりました。

＜授業実践１＞　

　イ　人間関係の形成につながる支援（ルールの
視覚化をとおして）

　　児童Ａは、友達と仲良く遊
びたいという願いがあるもの
の、勝ちたい気持ちからルー
ルを変えようとすることがあ
りました。そのため、人間関
係の形成につながる支援とし
て、ルールを理解できるよう
に、ロールプレイに加え、イラストや文字で
ルールを視覚的に提示しました。毎時間、ル
ールを守ろうとする様子が見られました。

＜指導内容＞
・設定した活動に、ルールを守っ
て参加することができる。
そのために、
心理的な安定（１）と
人間関係の形成（４）
を関連付けて設定する。

＜指導内容＞
・設定した活動の中で、ふわ
ふわ言葉を使うことができる。
そのために、
人間関係の形成（１）と
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（１）（２）（５）を
関連付けて設定する。

図３ 　児童Ａの目標設定シートの一部（指導内容の設定）

図４　ふわふわ言葉カード 図５　ふわふわ言葉カード
を使って相談している様子

①

②

単元名 ふわふわ言葉の名人になろう

対象
児童

小学部４年生２名
・準ずる教育課程に在籍１名
・知的代替の教育課程に在籍１名

ねらい
他者との関わりの基礎になる力や状況に応じ
たコミュニケーションの力を高めること

学
習
内
容

第
１
時

・ふわふわ言葉とちくちく言葉の意味を確認
する。

・ふわふわ言葉とちくちく言葉に分ける。
・ふわふわ言葉を使って
　トンじゃんけんをやる。
・体調や気持ちを伝える。
　（全時共通）

第
２
時

・言い方の違う２パターンのふわふわ言葉の
提示を見聞きする。

・２パターンの感じ方の違いを
　考える。
・言い方に気を付けてふわふわ
　言葉を言う。
・ふわふわ言葉を使ってお手玉
　リレーをやる。

第
３
時

・ロールプレイを見て、とっさにちくちく言
葉を言ってしまったらどうしたらいいか
考える。

・ちくちく言葉を言われ、その
　後謝られたらどうしたらいい
　か考える。
・ふわふわ言葉を使ってモルッ
　クをやる。

第
４
時

・ふわふわ言葉名人クイズに
　答える。
・ふわふわ言葉を使ってモル
　ックをやる。

図６　掲示したルール
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　ウ　健康の保持につながる支援（体調カード・
気持ちカードの使用をとおして）

　　児童Ｂは、自分の体調がよくない、悪くなり
つつある、疲れているなどの変調に気付きに
くく、無理をしてしまうことがあり、結果的
に不適切な言動になることがありました。児
童が自分自身の体調や気持ちの変化に気付く
ことができるよう、授業の前だけではなく、
授業中にも体調と気持ちを確認できるように
しました。体調カード・気持ちカード（図
７）を用いることで、児童は自分自身の体調
に意識を向けて考え、その時々の体調や気持
ちを教師に伝えることができました。

　体調カード・気持ちカードは、児童生徒が体調
や気持ちを５段階から選び、教師に伝えるための
自作教材です。スケールを使い始めるときに、そ
れを使う児童生徒にとっての段階がどのような状
態なのか、本人と教師で確認することが大切だと
考えます。実際に体調が悪くなったときや気持ち
が不安定になったときに児童生徒がどのように対
処するかも載っています。また、休憩場所をあら

かじめ教師と相談し、記入できるようになってい
ます。病弱である児童生徒の中には、「休憩＝怠
けやさぼり」と捉えていたり、休憩が必要と分か
りつつ、つい無理をしてしまったりすることがあ
ります。体調や気持ちの変化に気付かせ、休憩す
ることの大切さについて教えていくことが大切だ
と考えます。

⑸　自立活動指導資料を活用した教員の感想
　授業実践に関わった９名の職員に対し、これま
で自立活動の指導を行う上でどのような困難さを
感じたことがあるか尋ねたところ、私自身もそう
であったように、全ての教員が実態把握や課題の
焦点化等に何らかの困難さを抱えていたことが分
かりました。自立活動指導資料を活用した授業実
践後に、これまで感じていた困難さが自立活動指
導資料を活用することで変化したか尋ねると、
「実態把握の観点や課題の抽出、目標設定の方
法、評価のポイントが分かった。」「指導資料は
児童の課題像と支援方法が具体的に記載されてい
たので、実態把握や課題抽出などで感じていた困
難さが軽減された。」「複数の教員が相談する際
の手がかりとして大変有効だと感じた。」等の感
想が聞かれました。
　 
４　おわりに
　自立活動指導資料は、初めて病弱教育に携わる
先生方にも活用しやすいものになるよう、検討を
重ねて作成しました。校種を問わず、手元におい
て活用いただけたら幸いです。
　自立活動の指導は教科書がない、完全オーダー
メイドの教育です。多種多様な病態の児童生徒へ
の指導が充実するよう、今後も自立活動指導資料
を活用して、先生方と共に改善を図りながら、
日々の実践を積み重ねていきたいです。

さかくら　ともこ
盛岡養護学校（盛岡となん支援学校）、久慈拓陽
支援学校、盛岡青松支援学校、令和５年度県立総
合教育センター長期研修派遣を経て、令和６年度
から再び現任校に勤務。

図７　体調カード・気持ちカード

図８　体調カード・気持ちカ
ードを使って、教師に体調や
気持ちを伝えている様子
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児童が自然の事物・現象についての問題を
科学的に解決する授業の在り方に関する研究
－ 問題解決の活動の充実を通して－

研究紹介

岩手県立総合教育センター

主任研修指導主事 田口　一茂

１　はじめに
　本研究は、児童が自然の事物・現象についての
問題を科学的に解決することができるようにする
ために、①問題を科学的に解決する学習活動を位
置付けた単元構成、②単位時間における問題解決
の活動の充実を図る教師の働きかけ、③単元全体
の学びを俯瞰する振り返りの三つの手立てを考案
し授業実践を行いました。そして、本研究の成果
を基に、問題解決の活動の充実を図る教師の働き
かけの一例を「小学校理科授業づくりリーフレッ
ト」にまとめました。

２　自然の事物・現象の問題を科学的に解決する
学習活動

　自然の事物・現象についての問題を科学的に解
決することについて、令和４年度全国学力・学習
状況調査の問題には、具体的な学習活動が示され
ています。これを整理したものが表１です。単元
構想の際に、この表を基に、問題を科学的に解決
する学習活動を位置付けます。

３　問題解決の過程で理科の考え方を働かせてい
る児童の姿

　県内で使用している教科書を基に、問題解決の
過程で理科の考え方を働かせている児童の姿を、
図１のように整理しました。図１は「比較する」
について整理したものです。（他の考え方は、本
研究の報告書に掲載しています。）

４　問題解決の活動の充実を図る指導の手立て

　「単元構想シート」（資料１）を、以下の２点
に留意して開発しました。
○自然の事物・現象についての問題を科学的に解

決する学習活動（表１）を単位時間ごとに位
置付けたり、理科の考え方を働かせている児
童の姿（図１）や理科の見方を基に、単元で
重点とする理科の見方・考え方を具体的に考
えたりして構想します。

分
析
・
解
釈

①観察や実験で得た結果を、複数の視点で分
析して解釈し自分の考えをもつ。

②観察や実験で得た結果を、問題の視点で分
析して解釈し自分の考えをもつ。

③自然の事物・現象から得た情報を、他者の
気付きの視点で分析して解釈し考えをもつ。

④提示された情報を、複数の視点で分析して
解釈し自分の考えをもつ。

構
想

①予想が確かめられた場合に得られる結果を
見通す。

②問題を解決するまでの道筋を構想し、自分
の考えをもつ。

【表１】問題を科学的に解決する学習活動

検
討
・
改
善

①発想した方法と追加された情報を基に、方
法を検討して改善し考えをもつ。

②予想と観察や実験の結果を基に問題に対す
るまとめを検討して改善し考えをもつ。

③観察や実験で収集した情報と話合い等で追
加された情報を基に問題に対するまとめを
検討して改善し自分の考えをもつ。

【図１】理科の考え方を働かせている児童の姿

⑴　問題を科学的に解決する学習活動を位置
付けた単元構成

センターからの発信センターからの発信
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○単元構成を「ゴール→単元の導入→各時間の展
開」で構想します。

　以下の２点を教師の働きかけとしました。
○発問や板書の工夫、思考ツールの活用によっ

て、児童に、見通しをもって、理科の見方・
考え方を働かせながら問題を科学的に解決す
ることを促す。

 ○問題解決の活動の充実につながる児童の望ま
しい学び方を「理科の大事な学び方」として
価値付ける。

　単元の終末に、「理科の大事な学び方でできる
ようになったこと」、「次の単元の学習で頑張り
たい理科の学び方」を視点とした学習の振り返り
を行います。

５　問題解決の活動の充実を図る指導の手立てを
講じた授業の実際

　本研究では、第６学年「物の燃え方と空気（全
９時間）」、第４学年「物の温まり方（全９時
間）」を授業実践しました。本紙では、授業実践
の一部を掲載します。その他の授業実践の記録
は、本研究の報告書に掲載しています。なお、
【問題を科学的に解決する学習活動】に掲載の番
号は、表１の各項目を表します。

◆第６時◆
①　学習課題を把握する。

 

②　予想する。
・燃焼後の酸素と二酸化炭素の組成割合を予想す

る。

③　実験方法を把握し、予想が確かめられた場合
に得られる結果を考える。

 

 

【児童の記述】
 

◆第７・８時◆
④　実験する。
・気体検知管、石灰水を使い班ごとに調べる。

⑤　結果を整理する。

 

 

【児童の発言】
 

⑵　単位時間における問題解決の活動の充実
を図る教師の働きかけ

⑶　単元全体の学びを俯瞰する振り返り

第６学年「物の燃え方と空気」  第６～８時　
物が燃える前と後の空気の変化を調べる学習

物が燃えると、空気は、どのように変わるの
だろうか。

【問題を科学的に解決する学習活動　構想①】
　予想が確かめられた場合に得られる結果を
見通す

【問題を科学的に解決する学習活動  検討①】
　追加された情報を基に実験方法を検討して
改善し考えをもつ

【問題解決の活動の充実を図る教師の働きかけ】
　気体検知管や石灰水を使って実験した場合
について、キャンディ・チャートを用いて、
予想を確かめられた際に得られる結果を考
え、見通しをもつことができるようにする。

【問題解決の活動の充実を図る教師の働きかけ】
　「各班の結果を見てどう思うか」と問い、
より妥当な考えをつくりだすことができるよ
うにする。

　気体検知管の結果で、物が燃えた後の酸素
は、Ｄさんの班だけは１桁でした。他の班の
結果も、16％とか14％とか数が違ったから、
実験方法が違ったのかなと思います。
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【児童の発言】

⑥　実験方法を見直し、再度実験する。
【児童の発言】

 

 

⑦　物が燃える前と燃えた後で、空気はどのよう
に変わるのかを考える。

 

 

【結果を整理した板書】

⑧　学習をまとめる。
 　

 ⑨　学習を振り返る。

【児童の振り返り】
 

 

　児童は、これまでの学習で使用したノートや、
これまでに蓄積した「理科の大事な学び方ボー
ド」（図２）を見ながら振り返りました。
【児童の記述】　　　
 

 

　全部の班の結果が全く一緒というわけでは
なくて、どれが間違っているか、どれが正し
いのかも分からないから、この結果はあんま
り正しくないと思う。

　気体検知管を気体検知器に真っすぐに入れ
て、実験することができていなかったので、
真っすぐに入れて瓶の中の気体を入れたいと
思います。

　気体検知管を入れたときに、蓋と瓶の間に
隙間があったので、気体が逃げていかないよ
うに隙間に気を付けて実験したいと思いま
す。

【問題を科学的に解決する学習活動  分析②】
　実験で得た結果を問題の視点で分析し解釈
し自分の考えをもつ

【問題解決の活動の充実を図る教師の働きかけ】
　思考ツールを用いて板書したり、二つの実
験結果の共通点を問うたりすることで、実験
結果を基に多面的に結論を考えることができ
るようにする。

　物が燃えると、空気中の酸素が減り、二酸
化炭素が増える。

【問題解決の活動の充実を図る教師の働きかけ】
　「理科の大事な学び方」を視点に振り返
る。

　今日の大事な学び方は複数の結果です。理
由は、一つだけの結果からは答えが見つかり
にくいことがあるから、今日のように二つの
結果を使って考えると良いと思ったからです。

第６学年「物の燃え方と空気」 第９時　
単元の学習を振り返る

　理科の前までの学び方は、理くつをつかん
で結果さえ分かれば、それで良いと考えてい
たけれど、変化や着眼点に注目して学んでい
たら、理くつと結果から何が言えるのか考え
るようになったり、変化する違いなどを考え
るようになったりした。次の単元でがんばり
たい理科の学び方は事実です。理由は、事実
に基づいて考えると、どういうことで事実に
たどりついたのかがわかると思ったからで
す。もう一つは共通点です。共通点に気を付
けると、違いや同じところなどが分かって、
ヒントになるかもしれないからです。

【図２】理科の大事な学び方ボード
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６　おわりに
　２つの学年の授業実践を検証した結果、①問題
を科学的に解決する学習活動を位置付けた単元構
成、②単位時間における問題解決の活動の充実を
図る教師の働きかけ、③単元全体の学びを俯瞰す
る振り返りの三つの手立てが、問題解決の活動の
充実を図り、問題を科学的に解決する資質・能力

の育成に役立ったことが分かりました。
　なお、本研究の成果を基に、問題解決の活動の
充実を図る教師の働きかけの一例を「小学校理科
授業づくりリーフレット」（資料２）にまとめま
した。下記Ｗｅｂページからダウンロードしてご
活用ください。

【資料１】単元構想シート（第６学年「物の燃え方と空気」）

【資料２】小学校理科授業づくり　リーフレット

○本研究の報告書（補助資料、リーフレット）は、岩手県立総合教育センターホーム
　ページ内に掲載しております。　https://www1.iwate-ed.jp/04kenkyu/104rika.html
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自立した消費者の育成を目指した小学校家庭科
「Ｃ消費生活・環境」の学習に関する研究
－ 児童の実態や地域に応じた題材の構成を通して－

研究紹介

１　はじめに
　消費者を取り巻く現状と課題から、自立した消
費者を育成する実践的な消費者教育は、喫緊の課
題となっています。しかし、学校現場において、
消費者教育の重要性や必要性についての理解と取
組が十分ではない状況があります。また、各教員
がどの教科も指導することの多い小学校におい
て、家庭科の指導計画を作成する際、児童が生活
する地域に合わせたり、児童の実態を捉えたりし
ながら、教科の特性に合わせて題材を構成するこ
とには困難さを伴います。
　そこで本研究では、家庭科を担当する教員が児
童の実態や地域に応じて題材の構成をし、指導計
画を作成するための「指導計画例」と、指導計画
の作成から授業までを支援する「活用の手引」を
作成することで、小学校における家庭科の学習が
充実し、自立した消費者の育成にもつながること
を目指しました。

２ 「指導計画例」の作成
　指導計画例の項目 は、「学習指導要領（平成29
年告示）解説　家庭編」の「第３章　１　指導計
画作成上の配慮事項（５）題材の構成」で示す内
容を中心として、題材の位置付けから題材の具体
的な指導、評価まで、題材全体の指導を見通すこ
とができるように設定しました。また、その項目
の内容について、一覧できるように配置したもの
が「指導計画例」となります。
　「指導計画例」は、題材全体の学習の流れが違
う３つの「指導計画例」から１つを選び、さらに
学習活動等を選択したり、必要な内容を重点化し
たりすることで、使用する先生方が、簡単に、短
時間で、児童の実態や地域に応じた題材を構成で

きるように作成しました。また、学習と生活を結
び付けて考えることで実践的な力を育むことがで
きるよう、次の３つの考え方の基で作成しまし
た。

３ 「指導計画例」を活用した指導計画の作成
　手順１ として、「学習前アンケート」（児
童）を実施します【図１】。

　手順２ として、「題材を構成するためのチェ
ックリスト」（担当教員）を実施します【図２】。

岩手県立総合教育センター

研修指導主事 中村　さやか

①「Ｃ消費生活・環境（１）」の指導事項を
網羅する

②実態把握を基に、学習と生活を結び付けて
考えることができる題材の学習の流れに
する

③購入する物を選ぶ活動を設定する

【図１】「学習前アンケート」

【図２】「題材を構成するためのチェックリスト」
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【図３】「題材全体を通した学習の流れ」

　手順１・２では、児童の実態や地域の様子等を
把握します。ここで把握したことを基に、手順３
～５では、児童の実態や地域に応じた題材を構成
していきます。
　手順３ として、「題材全体を通した学習の流
れ」から活用する「指導計画例」を選択し、手順
４ として、❶題材の導入、❷実践活動（購入す
る物を選ぶ活動）、❸題材のゴールの活動を選択
します【図３】。また、追加して扱う内容や重点
的に扱う内容等については、必要に応じて「重点
化した部分」としてまとめます。
　手順５ として、ここまでの題材構成のポイン
トを記入します。

４　研究協力校における指導計画の作成
　本研究では、花巻市立宮野目小学校の教員に、
上記の手順で指導計画の作成をしていただきまし
た。次に示すのは、宮野目小学校版指導計画作成
にあたっての、担当教員の考え方です。 　作成した指導計画に沿って全６時間の授業を研

究担当者が実践しました。また、授業実践後に
は、指導計画を作成した教員と授業を振り返り、
「指導計画例」の修正を図りました。

・買物経験が多い児童集団であること、お店の
種類の多い地域であることから、指導計画

例１を選択。ただし、自分で買う物を選ん
だ経験のない児童も少数ではあるがいるこ
とから、題材の導入では、買物体験活動を
取り入れる。

・購入する物を選ぶ活動として、第１時に米を
選ぶ活動、第４時にノートを選ぶ活動を選
択。米は他教科との関連を図り（総合的な
学習の時間に栽培）、ノートは児童が身近
に使用したり、購入したりするものである
ことが選択の理由。

・題材のゴールの活動には、題材の学習課題に
合わせて、「よりよい消費者宣言」（自分
にできること）を選択。

・現金以外のお金の使い方における特徴と注意
点は、プリペイドカードを使った経験のあ
る児童やゲームでの課金をしている児童が
多いことから重点化。
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５　授業の様子
⑴　実態把握を基に、学習と生活を結び付けて考

えることができる学習の流れにする
　使用する「指導計画例」及び❶題材の導入❷購
入する物を選ぶ活動、❸題材のゴールの活動を児
童の実態や地域に合わせて選択できるようにする
ことで、児童が家庭科の学習と自分の生活を結び
付けて考えることができるようにしました。
　題材の導入では、地域のお店や自分の買物の経
験を想起すること、実際に買物体験活動をする活
動を設定しました。これらの活動を通して題材全
体の課題を設定するとともに、児童が自分の生活
を見つめ、現状を捉えて、それぞれの課題を設定
することができました【図４】。

　題材のゴールの活動では、「よりよい消費者宣
言」（自分にできること）をまとめる活動をする
ことを通して、学習した内容と児童の生活を結び
付けるようにしました【図５】。

　第１時の「自分の課題」と第６時の「よりよい
消費者宣言」を比べると、多くの児童の買物につ
いての観点が広がり（生活の中で実践したいこと
が増え）、身近な生活をよりよくしようと工夫す
る実践的な態度の育成につなげることができまし
た。

⑵　購入する物を選ぶ活動を設定する
　第４・５時の購入する物を選ぶ活動では、一人
勉強ノートを購入する状況を設定し、５つのノー
トについて、情報を収集したり、その情報を観点
ごとに整理したりしました。また、設定された状
況に合わせて購入するノートを選び、それぞれの
理由を交流しました【図６】。

　端末に提示したノートを拡大して情報を収集し
たり、友達と話し合いながら検討したりする等
【図７】、一人一人が考えを深め、購入するノー
トを決めることができました【図８】。

　学習後の確認問題では、複数の観点で情報を集
めて整理し、理由をもって決めることができた児
童が95.6%で、身近な物を選んだり買ったりする
ための実践的な能力の育成につなげることができ
ました。

【図４】導入の流れと児童が設定した課題

【図５】ある児童の第１時の自分の課題と第６時の宣言

【図６】購入する物を選ぶ活動の設定

【図７】活動中の児童の様子

【図８】第５時のワークシート（一部）
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６　活用の手引き

　「活用の手引」は、おもて面に「指導計画例」
を活用した指導計画作成の仕方の説明を、裏面に
作成できる指導計画の見本とともに、「家庭科の
学習の充実に向けたポイント」を掲載し、指導計
画の作成から実際の指導まで活用できるようにし
ました【図９】。

７　おわりに
　本研究では、小学校教員の授業づくりを支援し、
家庭科の学習の充実と消費者教育の推進（自立し
た消費者の育成）を図ることができる「指導計画
例」と「活用の手引」を作成することができまし
た。また、児童の実態や地域に応じた題材を構成
することで、児童の学習と生活が結び付き、身近
な生活をよりよくしようと工夫する実践的な態度
の育成につながること等が明らかになりました。
　今後は、今回作成した「指導計画例」と「活用
の手引」を小学校教員に広め、活用を促していく
とともに、本研究で作成した「指導計画例」と

「活用の手引」がどの学校においても活用可能で
あるか、実践的に明らかにし、必要に応じて修正
を図っていきたいと考えています。

【研究成果物】

岩手県立総合教育センターホームページ内の「研究→教

科研究：技術・家庭」に本研究に関わる資料及び研究成

果物を掲載しております。

・本資料　　　　　　・補助資料

・概要版　　　　　　・指導計画例

・活用の手引　　　　・学習前アンケート

・題材を構成するためのチェックリスト

・題材全体を通した学習の流れ

・各時間の指導略案（参考用）

・ワークシート（参考用）

ＵＲＬ

https://www1.iwate-ed.jp/04kenkyu/110gika.html

【図９】「題材全体を通した学習の流れ」
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学級経営Ｑ＆Ａ

生徒のよりよい成長を促す学級経営のために
－ 共生社会の担い手育成を目指して－

岩手県立総合教育センター　

主任研修指導主事 向口　千絵子

１　はじめに
　令和２年から複数年続いたコロナウイルス感染
症への対応時には、「マスクにより生徒の表情が
見取りにくくなった。」という先生方の声を多く
耳にしました。常時マスクの着用を求められる生
活は、「表情を読み取る」といった非言語的なコ
ミュニケーションを含めて、対面でのコミュニケ
ーションの機会を大幅に減少させました。この経
験は、一時的なものであったとは言え、当時小学
生だった生徒たちにとって、大きな出来事だった
と考えられます。生徒の発達に影響を及ぼした可
能性のある点にも注視しつつ、生徒のよりよい成
長を促す学級経営について考えることは、大切な
視点だと思われます。

２　発達の支援にあたる際の視点として
　「中学校学習指導要領第１章総則第４、１生徒
の発達を支える指導の充実」に示されているとお
り、学級集団は、生徒にとって学校生活の基盤で
あり、教師と生徒との信頼関係及び生徒相互のよ
りよい人間関係を育てるため、日頃からその経営
の充実を図ることが求められています。主に集団
の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと、
個々の生徒の多様な実態を踏まえ、一人一人が抱
える課題に個別に対応した指導や援助を行うカウ
ンセリングの双方により、生徒の発達を支援する

視点が重要です。
　また、「中学校学習指導要領解説総則編第３章
第４節　生徒の発達の支援１（１）学級経営、生
徒の発達の支援」にもあるとおり、学級担任は、
学校・学年経営を踏まえて、調和のとれた学級経
営の目標を設定し、学級経営の全体的な構想を立
てるようにする必要があります。
　コロナ禍では、児童生徒の体験活動が減少し、
それに伴う直接的なコミュニケーション機会も十
分でなかったという見方もありますが、現在「コ
ミュニケーションに消極的である」という学級担
任が感じている課題について、他の教職員とも連
携しながら、生徒個々の実態把握、確かな生徒理
解を基にした分析を行い、働きかけの具体化を図
りましょう。

３　特別活動における指導が果たす役割
　ここでは、協働性や異質なものを認め合う土
壌、生徒が学校生活を送る上での基盤となる力を
育む活動として重要な機能を果たす特別活動につ
いてふれます。
　特別活動で育まれる資質・能力は、生徒たちが
社会に出た後の様々な集団や人間関係の中で生か
されていくものであり、「集団や社会の形成者と
しての見方・考え方」を働かせながら「様々な集
団活動に自主的、実践的に取り組み、互いのよさ
や可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課
題を解決する」ことを通して育むことを目指して
います。
　「社会の形成者」には、あらゆる場面でコミュ
ニケーション能力が求められることは必至であ
り、生徒の消極的な様子を見ると、指導する側と
しては、「このままではいけない」と焦る気持ち

Q  コロナウイルス感染症が５類に移行した
後、他の生徒とのコミュニケーションに
消極的な生徒が増えた印象があります。
担任として学級経営を行う上で、どんな
ことを心がけたらよいでしょうか。

（中学校教諭）
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がわいてきそうなところですが、特別活動の指導
をする上で重要な三つの視点を確認し、生徒個々
の発達に沿った支援を意識しましょう。

　生徒一人一人の「個性の発見」「よさや可能性
の伸長」「社会的資質・能力の発達」など、生徒
指導提要（令和４年12月改訂）に示された生徒指
導の目的実現を目指す上でも、特別活動は大きな
役割を果たしています。
　「コミュニケーション能力」の向上も、生徒の
自主性や自発性が尊重され、自由な意見交換や合
意形成に関わる機会、役割を果たす経験を通じて
自信を深める過程などを繰り返し経験することを
通じて、自然と培われるものです。「なすことに
よって学ぶ」ことを方法原理とする特別活動の特
質と、各教科等との関連を意識しながら、教師が
チームとして協力し合いながら指導を行うことが
大切です。

４　共生社会の担い手となる一人一人の尊重
　特別活動が集団の教育力を活用し、「社会の形
成者」として必要不可欠な資質・能力を育成する
上で中心的な役割を果たしていることは述べたと
おりです。
　一方、社会の変化とともに、その指導観に見直
すべき点がないか、積極的に議論する学校も増え
ています。
　議論の対象となっているのは、例えば「全員が
そろって同じことをできる」「競争心を利用して
頑張り合う」「連帯責任により秩序を保つ」など

の取組が、大人により一方的に設定されている例
です。
　過度な協調性の重視が、生徒の多様な考えの表
現や、共生社会における自立に向けた成長の妨げ
となっていないか、常に意識することが求められ
ています。
　令和６年度岩手県教育委員会学校教育指導指針
には共通事項として取り組む内容として「人権教
育の充実」が示されています。人権が尊重される
授業づくりの視点例をもとに、自校の集団への指
導の在り方を、関係者と見直してみることもよい
でしょう。

５　おわりに
　感染症対応に限らず、生徒の発達に影響を及ぼ
しかねない社会変化が次々に起こる可能性のある
中、学級経営の目標を設定する際には、「よりよ
い社会とは」という視座を保ちつつ、生徒に必要
な力を見極めていくことが大切です。学級が、生
徒にとってあたたかみのある安心・安全の基地で
あることにより、生徒はそれぞれのペースで成長
を続けていくことができます。
　教師集団がよりよい議論のできるチームである
ことが、生徒にとってコミュニケーションのモデ
ルとなり得ることは言うまでもありません。

【特別活動において育成を目指す資質・能力の三つの視点】
〇「人間関係形成」
　集団の中で、人間関係を自主的、実践的に

よりよいものへと形成するという視点
〇「社会参画」
　よりよい学級・学校生活づくりなど、集団

や社会に参画し様々な問題を主体的に解
決しようとするという視点

〇「自己実現」
　集団の中で、現在及び将来の自己の生活の

課題を発見しよりよく改善しようとする
視点

【人権が尊重される授業づくりの視点例】
〇自己存在感を持たせる支援を工夫する。 
　個に応じた課題や改善方法を提示する等、

教師自身が一人一人を大切にする姿勢を
示す。

〇共感的人間関係を育成する支援を工夫する。 
　教師の意図と異なる考えを抑圧したり切

り捨てたりせず、一人一人が自由に発言
できる雰囲気づくりを行うことを通して
「自分が受け入れられている」と実感で
きる雰囲気をつくる。

〇自己選択・決定の場を工夫して設定する。
　互いの学習の仕方やまとめ方を交流する機

会を設けるなど、発達段階や実態に応じ
て、児童生徒が学習教材、学習方法や表
現方法等、自己の学びに関して選択・決
定する機会を提供する。
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教科指導Ｑ＆Ａ

高等学校理科における学習評価のポイント
－「指導と評価の一体化」が位置付いた授業づくり－

岩手県立総合教育センター

研修指導主事 石母田　和知

１　はじめに
　平成30年３月に告示された高等学校学習指導要
領（以下「学習指導要領」）では、「学習評価
は、学校における教育活動に関し、生徒の学習状
況を評価するものである。生徒の学習の成果を的
確に捉え、教師が指導の改善を図るとともに、生
徒自身が自らの学習を振り返って次の学習に向か
うことができるためにも、学習評価の在り方は重
要であり、教育課程や学習・指導方法の改善と一
貫性のある取組を進めることが求められる。」と
あります。
　また、学習指導要領告示後、令和３年８月に、
国立教育政策研究所から「『指導と評価の一体
化』のための学習評価に関する参考資料」が刊行
されました。そこでは、学習評価を通して、次の
２点に留意することが示されています。

２　学習評価の考え方
　学習評価において、生徒から以下のような意見
がありました。
 

 

　このような生徒の声はあくまで一部の意見で
す。しかし、学習評価に対するこのような意見
は、適切な評価を求める生徒の切実な思いが込め
られています。
　学習評価の実施にあたって、学習指導要領では
次の事項に配慮することが述べられています。

 

　教師は、生徒への学習状況のフィードバック
や、授業改善という視点で評価を充実させる必要
があります。評価規準を適切に設定し、評価の規
準や方法について事前に教師間で調整することが
重要です。

３　学習評価のポイント
【１】評価する場面を意図的に計画する
　学習状況を記録に残す場面を精選するために
は、単元の中で適切に評価を実施できるように、
指導と評価の計画を立てる段階から、評価する場
面や方法等を意図的に計画することが重要です。
また、指導と評価の計画を作成することで、教師
は、単元全体を通した学習評価の見通しをもつこ
とができ、教科・科目の目標の実現に向けた学習

Q　現行の学習指導要領では、生徒の資質・
能力を育成することに重点がおかれてい
ますが、高等学校理科における学習評価
については、どのようなことに留意して
行えば良いでしょうか。（高等学校教諭）

・教師が指導の改善を図る
・生徒が自らの学習を振り返って次の学習に

向かうことができるようにする

　「先生によって観点の重みが違うんです。
授業態度をとても重視する先生もいるし、テ
ストだけで判断するという先生もいます。そ

うすると、どう努力していけばよいのか本当
にわかりにくいです。」

出典：中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会　
児童生徒の学習評価に関するワーキンググループ第７回に
おける高等学校３年生の意見より

  各教科等の目標実現に向けた学習状況を把
握する観点から、単元や題材など内容や時間
のまとまりを見通しながら評価の場面や方法
を工夫して、学習の過程や成果を評価し、指
導の改善や学習意欲の向上を図り、資質・能
力の育成に生かすようにすること。
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状況を把握する観点から、とても有効です。
　ここで、高等学校理科、化学基礎「（ア）物質
量と化学反応式」の指導と評価の計画の第５～６
時での「ねらい・学習活動」を例に、学習評価の
ポイントについて説明します。

　上図の「重点」は、生徒の学習状況を確認する
際、重点とする観点です。また、「記録」で〇が
ある時間は、備考に記入されている評価規準に照
らして、生徒の学習状況を記録します。これが
「記録に残す評価」の場面です。〇がない時間
は、「指導に生かす評価」の場面です。
　「記録に残す評価」の場面では、教師はその時
間の観点別の評価規準に照らして、生徒一人一人
について評価し、記録に残します。その際、教師
の指導が十分ではないまま生徒を評価することは
「評価のための評価」となり、学習評価の本来の
ねらいを達成することはできません。生徒一人一
人の資質・能力を育成するためには、「指導に生
かす評価」の場面での教師の適切な指導が重要で
す。生徒の学習状況を確認し、そのときの状況に
応じた教師の指導がなされることが欠かせないの
です。
　（図１）第５時（以下「第５時」）を例に説明
します。第５時は「指導に生かす評価」の場面で
す。この時間は、溶液の体積と物質の物質量との

関係を表すモル濃度について、中学校で学習した
質量パーセント濃度との違いを踏まえて理解する
時間です。その際に、モル濃度について溶液の調
製方法を理解することが、（図１）第６時（以下
「第６時」）において、指定されたモル濃度の溶
液を正しく調製することつながります。つまり、
第５時において、モル濃度とその調製方法につい
て十分に指導し、生徒がモル濃度とは何かについ
て理解することが、第６時での正しく溶液を調製
することに生かされるのです。

【２】「おおむね満足できる」状況（Ｂ）の評価を考える
　例として、第６時での、「おおむね満足でき
る」状況（Ｂ）の例を以下に示します。

　教師は事前に、「おおむね満足できる」状況
（Ｂ）と評価できる行動や記述を想定し、実際の
生徒の行動や記述から見取ります。その際、「努
力を要する」状況（Ｃ）の生徒に対する指導の手
立てについても考えておく必要があります。この
場合、例として次のような手立てが考えられま
す。

４　おわりに
　評価する場面や方法を意図的に計画すること
と、「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と評価で
きる状況を事前に捉えておくことが、「指導と評
価の一体化」が位置付いた授業づくりを行ってい
く上で重要です。そのことが、先生方の指導の改
善となり、生徒の資質・能力を育成することにつ
ながっていきます。

時
間 ねらい・学習活動 重

点
記
録 備　考

５

・溶液の体積と溶質
の物質量との関係
を表すモル濃度を
理解する。

・水溶液に含まれる
溶質の質量を求め、
質量パーセント濃
度とモル濃度の違
いを理解する。

知

・質量パーセント濃
度とモル濃度の違
いを理解している。

６

・決められた濃度の
溶液を正しく調整
する技能を身に付
ける。 知 〇

・適切な実験器具を
用い、適切な手順
で決められた濃度
の溶液を正しく調
整する技能を身に
付けている。

　［行動観察］
　［記述分析］

【図１】化学基礎「(ア)物質量と化学反応式」単元指導計画（例）
出典：「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参
考資料高等学校　理科（国立教育政策研究所）

0.1mol/L塩化ナトリウム水溶液100mLを正し
く調製している状況が見られる。

0.1mol/L塩化ナトリウム水溶液100mLを調製
する方法を記述している。

・既習事項の質量パーセント濃度とモル濃度
との違いについて確認する。

・モル濃度の求め方について確認する。
・溶液を調製する方法をフローチャートにす

るなど生徒の思考を整理する場面を設定
する。
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教科指導Ｑ＆Ａ

個別最適な学びと協働的な学びを支えるＩＣＴ
－「令和の日本型学校教育」が目指す新たな学び－

岩手県立総合教育センター　

研修指導主事 芦澤　信吾

１　はじめに
　令和３年１月、中央教育審議会答申「『令和の
日本型学校教育』の構築を目指して」が示されま
した。本答申の中で「令和の日本型学校教育」と
は、2020年代を通じて実現を目指す学校教育の姿
であり、「全ての子供たちの可能性を引き出す、
個別最適な学びと、協働的な学びの実現」と定義
しています。これらの学びを実現する上で、ＩＣ
Ｔは必要不可欠なツールです。本稿では、「個別
最適な学び」と「協働的な学び」に焦点を当て、
これらの学びにＩＣＴをどのように活用していく
のかについて考えます。

２　個別最適な学びとＩＣＴ
　「個別最適な学び」には、「指導の個別化」と
「学習の個性化」の２つの要素があります。

⑴　指導の個別化
　「指導の個別化」では、教師が子供一人一人の
特性や学習進度、学習到達度等に応じた、効果的
な指導の実現が求められます。支援の必要な子供
に重点的な指導を行ったり、個々の状況に合わせ
て指導方法・教材や学習時間等を柔軟に提供・設
定したりすることが理想的ですが、担任教師一人
でこれらすべてを実現することは困難です。そこ
で、ＩＣＴが重要な役割を果たします。例えば、
デジタルポートフォリオを活用することで、児童

の学習成果や進捗を継続的に記録し、可視化する
ことができます。これにより、教師は各児童の学
習履歴や成長の過程を総合的に把握し、より適切
な個別指導を行うことができるようになります。
また、ＡＩ等を活用した自動採点システムや学習
分析ツールを使用することで、教師の負担を軽減
しつつ、各子供の学習状況をリアルタイムで把握
し、個別のニーズに応じた教材や課題を効率的に
提供するなど、よりきめ細やかな個別指導が可能
となります。子供たちも、ＡＩの適切なサポート
を受けながら、自らの学習状況を把握し、学習の
進め方を調整することができます。ＡＩドリル等
から即時フィードバックを受け取ることで、自己
の理解度を認識し、必要に応じて復習や発展学習
を選択するなど、学びを自己調整する力を育成す
ることも期待できます。

⑵　学習の個性化
　「学習の個性化」は、子供一人一人が異なる課
題意識をもち、それぞれの興味・関心や学習目標
に応じて主体的に学習内容や方法、時間などを選
択・調整していくことです。教師はＩＣＴを活用
して、子供たちの課題意識をデジタルデータとし
て収集し、生成ＡＩ等を活用してグルーピングし
たり、課題をより明確にするサポートをさせたり
することで、個別化された教材や課題をより効率
的に提供できます。また、１人１台端末の活用に
より、子供たちは様々な情報にアクセスしたり、
オンラインでインタビューを実施したりするな
ど、自分の学習スタイルに合わせて情報を収集で
きます。これらの学習過程で、どのような課題に
取り組み、解決していくかを子供たち自身が決定
することで、学習がより主体的なものになりま

Q  文部科学省が目指す「令和の日本型学
校教育」における「個別最適な学び」と
「協働的な学び」の実現に向けて、ＩＣ
Ｔをどのように活用していけばよいので
しょうか。　　　　　　　（小学校教諭）
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す。「指導の個別化」と「学習の個性化」の両方
に共通しているのは、学習者自身が自己の学習過
程を認識し、主体的に調整する力が重要視されて
いる点です。

３　協働的な学びとＩＣＴ
　「協働的な学び」とは、教師と子供や子供同士
で、あるいは学校外の他者等と互いに影響し合
い、共に高め合うことで、より深い学びや理解を
促すことを目指しています。この学びの過程で
は、学習者が互いの学習状況を参照、啓発し合う
ことで、新たな気付きや理解が生まれます。例え
ば、「あの人のやり方でやってみたい」、「自分
の学び方が友達にほめられてうれしい」といった
相互啓発が起こる学びです。これにより、個別最
適な学びを進める中で、一人一人が異なるテーマ
で学んでいても、お互いの学びの状況を知り、助
け合うことで学習が孤立してしまうことを防ぐこ
とができます。このような学びを実現するために
は、子供たちの学びがクラウド上で可視化されて
いる必要があります。これにより、相互参照や相
互啓発が可能となり、お互いの学習成果や思考過
程をいつでも閲覧し、コメントし合うことができ
るので、多様な視点からの気付きや新たな発想が
生まれやすくなります。さらに、学校内の友達だ
けでなく、学校外も含めた多様な他者との対話を
通じて、学びを深めていくことも協働的な学び
の重要な側面です。Zoom等のオンライン会議シ
ステムの活用は、他校や海外の学校、専門家との
交流学習を容易にし、異なる背景を持つ人々との
対話を通じて、自らの考えを広げ、深めることが
できます。このような多様な他者との協働を通じ
て、個人では到達できなかった学びや気付きが創
出されることが期待されます。

４　クラウド型学習支援アプリの活用
　「個別最適な学び」と「協働的な学び」の橋渡
し役として、「ロイロノート・スクール」のよう
なクラウド型学習支援アプリの活用が注目されて
います。これらのアプリは、個人の学習記録の蓄
積だけでなく、子供同士や教師との情報交換、資
料の同時編集機能等も搭載しており、子供同士が

互いの学習状況をリアルタイムで参照し合い、協
働して学び合う場として機能します。各自の学習
内容や進捗状況を共有し、意見交換や協働作業を
行うことで、個々の学びの過程が可視化され、互
いの強みや視点の違いを認識できます。さらに、
他のアプリを組み合わせることで、学習履歴とし
ても機能させることができます。例えば、ロイロ
ノート・スクール上に、他のアプリで取得した問
題の正答率や学習時間などのデータを連携させる
ことで、より包括的な学習支援環境を構築できま
す。
　このように、各種アプリの効果的な組み合わせ
により、「個別最適な学び」と「協働的な学び」
を支援し、子供たちは自分のペースで学びなが
ら、他者との積極的な関わりの中で新たな気付き
や理解を深めることが期待できます。同時編集機
能を活用したグループワークや、教師とのリアル
タイムなやり取りを通じて、学力面だけでなく、
コミュニケーション能力や協調性の育成にも寄与
することが期待できます。

５　おわりに
　「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現
において、ＩＣＴの活用は不可欠です。このよう
な状況において、教師は単なる知識の伝達者では
なく、子供たちの学びを設計し、導くファシリテ
ーターとしての役割が求められます。教師は、
個々の学習状況を分析し、適切な教材や学習機会
を提供するとともに、「協働的な学び」の場をデ
ザインし、子供たちの対話や協働を促進する役割
を担います。ＩＣＴの効果的な活用と教師の適切
な関わりにより、「全ての子供たちの可能性を引
き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実
現」に向けて、取り組んでいくことが求められて
います。

【引用・参考文献】

中央教育審議会(2021)「令和の日本型学校教育」の構築

を目指して (答申)
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教科指導Ｑ＆Ａ領域等指導Ｑ＆Ａ

総合的な探究の時間における課題の設定について

岩手県立総合教育センター　

研修指導主事 水沼　徹明

１　はじめに
　平成30年の学習指導要領改訂において、高等学
校の「総合的な学習の時間」は、「総合的な探究
の時間」に変更され、令和４年度より年次進行で
導入され、今年度から全面実施となりました。名
称変更の背景には、「平成27年度学習指導要領実
施状況調査」の結果において、「総合的な学習の
時間」における探究の取組の成果について肯定的
な回答をした生徒（児童）の割合が、小・中・高
と学校種が上がるにつれて低くなったことがあり
ます。小・中学校の取組の成果を生かしながら、
高等学校における探究の実践を、より一層充実さ
せることが求められています。

２　探究の過程の高度化
　生徒は、小・中学校の「総合的な学習の時間」
において、課題を解決することを通して自己の生
き方を考えるという体験をしています。中学校ま
での「総合的な学習の時間」との共通性を持ち持
続性を保ちつつも、「総合的な探究の時間」で
は、自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題
を自ら発見し解決していくことが期待されます。
そこでは、生徒一人一人にとっての「課題の設
定」が極めて重要です。生徒が、実社会や実生活
と自己との関わりから見いだした課題に取り組む
ことで、より洗練された質の高い探究になってい
くからです。
　探究に「高度化」が求められるという点が、

小・中学校までの「総合的な学習の時間」との
大きな違いであり、質の高い探究が行われるため
の重要な要素になります。質の高い探究とは、
「探究の過程がより高度化する」ことや「探究が
より自律的に行われる」ことと考えられますが、
ここでは「高度化した探究」についてとりあげま
す。

　高度化した探究に取り組む生徒には、次の４つ
のような姿が見られます。

　「総合的な探究の時間」の実践例を通して、上
記①～④の姿がどのように表れているかを具体的
に確認しながら、探究の過程が高度化する姿を見

Q  「総合的な探究の時間」において、生徒
が課題の設定をする際にどのようなこと
に留意すればよいでしょうか。

（高等学校教諭）

図　課題と生徒の関係のイメージ（文科省）

①探究において目的と解決の方法に矛盾がな
い（整合性）

②探究において適切に資質能力を活用してい
る（効果性）

③焦点化し深く掘り下げて探究している（鋭
角性）

④幅広い可能性を視野に入れながら探究して
いる（広角性）
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てみましょう。以下は、「地域のプロフェッショ
ナルと探究しよう」と題された第1学年の単元に
おいて、実際に生徒が行った学びの姿です。

　　

　事例では、環境汚染の問題をマイクロプラスチ
ックの問題に焦点化している点に、探究の【鋭角
性】が見られます。また、海塩にマイクロプラス
チックが含まれるかどうかを確かめるために妥当
な方法を選択しているという【整合性】もありま
す。さらに、理科の実験等において身に付けた資
質・能力を効果的に活用しているので【効果性】
も確認できますし、探究活動の過程で一つの仮説
が否定されても、他の可能性を模索し、新たな仮
説を立てて研究をしているという点から【広角
性】を備えています。

３　学習対象とどう出合わせるか
　総合的な探究の時間では、生徒が実社会や実生
活に向き合う中で、自ら課題意識を持つことが重
要ですが、人、社会、自然に直接関わる体験活動
などで、教師が意図的な働きかけをして、学習対
象との関わり方や出合わせ方を工夫することも必
要です。先に紹介したマイクロプラスチックの研
究の例では、生活圏の海岸や河川におけるフィー
ルドワークでの体験をきっかけに生徒による自律
的な課題の設定が行われ、探究の高度化が実現し
ました。また、探究課題「地域創生に向けて努力
する人々と地域社会」を踏まえて、地域の素材を
活かした調理パンを使ったまちづくりへの参画を
扱った例では、地元地域をＰＲする「パンフェ
ス」イベントを企画・運営する中で起こりうる
様々な課題の設定を、商品開発や地域経済、国際
交流などの幅広い視野で行ったという、広角性に
優れた実践例もあります。他にも複数の資料の比
較によって生まれた疑問が探究課題の設定につな
がった例など、課題意識が高まる事例は様々あり
ますが、教師が事前に生徒の発達や興味・関心を
適切に把握したうえで、支援をすることが大切で
す。生徒がこれまでの考えとの「ずれ」に気づい
たときや、対象への「あこがれ」や「可能性」を
感じるときに課題意識が高まり、自律的な探究の
サイクルへとつながります。

４　おわりに
　高校生が取り組む探究の過程を高度化させるこ
とは、卒業後の進路を見据えた実践力を養うこと
にもつながります。注意したいのは、探究の過程
で課題への意識が高まると、扱おうとする内容が
多くなりがちです。限られた時数で優先順位を考
え、質と量のバランスを取り、探究に計画性を持
たせることも、指導する教師の役割です。

【引用・参考文献】

（高等学校編）今、求められる力を高める総合的な探究

の時間の展開：文部科学省

「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考

資料 高等学校 総合的な探究の時間：文部科学省

　世界の環境汚染に関心をもった生徒は，マ
イクロプラスチックによる海の環境汚染に着
目した。この生徒は，プラスチックによる海
の環境汚染が進んでいるならば，海塩にマイ
クロプラスチックが含まれているのではない
かという仮説を立てた。仮説を検証するた
め，関係機関と連携し，濾過実験の残留物の
元素分析を行った。
　実験結果を整理したり分析したりする場面
では，個別の実験結果と文献から推測した
り，比較したりして，科学的な根拠に基づい
て分析した。
　濾過実験では，マイクロプラスチックを見
付けることができなかったため，実験方法を
変更した。
　このように，生徒は試行錯誤を繰り返しな
がら，ついに海塩からマイクロプラスチック
を検出するに至った。
　こうして得られた調査結果を，生徒は論文
にまとめるとともに，マイクロプラスチック
の危険性を広く訴えた。
　今回の探究を通して，生徒は環境汚染への
関心を深め，海洋生態系や物質循環について
更に学ぶための進路について考えるように
なった。
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愛着（アタッチメント）に問題を抱える子供

岩手県立総合教育センター　

研修指導主事 小原　道宏

　愛着障がいという言葉は昨今、教育や保育の現
場をはじめ様々な場面でよく聞かれるようになり
ましたが、その実態はどのようなものなのでしょ
うか。
　愛着とは、人が特定の対象に対して抱く親密で
情緒的な絆のことをいい、アタッチメントとも呼
ばれます。また、愛着障がいとは、ＤＳＭ－Ⅴ
（『精神疾患の診断と統計マニュアル第５版』）
による医学的な診断名では、親や養育者ら大人た
ちに対して安心や支援を求めようとせず、安心が
提供されても反応しない「反応性アタッチメント
（愛着）障害」、及び大人に対して無差別に遠慮
なく近付き、知らない人に付いて行ったり、過度
に馴れ馴れしくしたりする「脱抑制型対人交流障
害」の大きく２つに分類されますが、いずれも大
人や仲間との対人関係能力の欠如につながるとさ
れています。
　しかし、実際に臨床場面で愛着障がいと診断さ
れることは比較的まれで、重度のネグレクトを受
けた子供の母集団でも、10～20％程度にしか生じ
ないとの報告があります。
　ここで留意したい点は、愛着を理論化した精神
科医のBowlby, J.（1907-1990）によると、愛着と
は生物が進化的に獲得した生存戦略の一つであ
り、子供と養育者との間でみられる情愛の深さ
や、温かく優しい関係というものに引きつけた解
釈は誤解である（明和、2019）という点です。つ
まり、愛着は子供の特性、特徴と養育者の育て方
との関係性、相性の問題として理解すべきもので
あり、実際、同じ親が同じ育て方で育てたきょう

だいの一方だけ、愛着の問題が起こることも多い
（米澤、2018）との指摘もあります。
　さらにBowlbyは、乳児期に経験した愛着の質
に応じて形成した、自分と他者に関する確信や期
待をもとに築いた基本的な対人関係のパターンを
内的作業モデルとして概念化し、弟子の発達心理
学者であるAinsworth,　M. D.（1913-1999）は、
子供が愛着対象の人物を安全基地にして、信頼感
情を支えに好奇心を抱いた外界へ探索行動を行
い、初めて出会う事物や人物、状況に対する恐れ
や不安を克服する行動を安全基地行動として提唱
しました。
　今では日本でも頻繁に使われる愛着障がいとい
う言葉は、様々な関係性の問題や障がいまでも包
括的に取り入れ、拡大された疾病概念として存在
していますが、その行動パターンは、安全基地行
動の歪みの程度の差によるところが大きいとの指
摘があります（数井・遠藤、2007）。これは疾病
というよりも、関係性や環境の問題に起因して子
供が愛着を健全に築いていないため、主たる養育
者以外の保護的な関わりを増やしたり、子供の発
達の力を十分に伸ばす環境を整えたりすること
で、子供の内的作業モデルや現実の行動を変容さ
せることが可能であることを示唆するものです
（数井・遠藤、2007）。
　そこで、愛着修復プログラムの一つであり、教
育や保育の現場で実践可能な支援方法（米澤、
2018）を紹介します。全体を４つのフェーズに分
け、対象児に合わせてフェーズ間を往復しなが
ら、１年単位で比較的自由に運用、展開できるも
のです。

第１フェーズ：受け止め方の学習支援
「キーパーソンの決定」「情報集約の体制構築」
　愛着とは、特定の人との一対一の関係をつくる

Q  「愛着障がい」とはどのようなもので、
愛着に問題を抱える子供をどのように支
援したらよいでしょうか。

－ その理解と支援方法について－

教育相談Ｑ＆Ａ
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ことであることから、対象児が所属する学校等で
誰が愛着対象（キーパーソン）となり、安全基地
を形成していくのかを決定します。その際、キー
パーソンには対象児のことを一番よく知ってい
て、できる限り一対一の関係を築ける人が適任で
すが、必ずしも担任の先生が担う必要はありませ
ん。キーパーソンが対象児の安心につながる十分
な情報をもち、その上で対象児に適した関わりが
できるよう、他の先生らは対象児をキーパーソン
につないで一対一の対応を促進できる体制を構築
します。
　例えば、対象児から「これをして」という要求
を受けた他の先生らは、「これだったら○○先生
だよ！」と、キーパーソンのところまで連れてい
きます。また、キーパーソンが対象児と一緒にい
られないときには、他の先生らの中で誰かが対象
児の様子を見守り、その情報を必ずキーパーソン
に伝える情報集約を行います。
「感情のラベリング支援」「感情学習」
　愛着の問題を抱える子供に、「どんな気持ちで
やったの？」「叩かれた相手の気持ち分かる？」
と、感情について聞いても上手に答えられませ
ん。そこで、〔行動：何をしたら〕〔認知：何に
気付き〕〔感情：どんな気持ちになったか〕と、
行動、認知、感情を結びつけて対象児に教えま
す。その際、「キーパーソンがいたから」という
キーパーソンとともに学習したという意識が大切
で、キーパーソンという愛着対象が行動、認知、
感情をつなぐはたらきをします。

第２フェーズ：子供主体・大人主導の働きかけ
「適切な行動を促す先手支援」
　愛着修復では、子供が先手を取って自分のペー
スで不適切な行動をしてしまい、自分自身が余計
に混乱してしまうことを防ぐために、一時的にキ
ーパーソンが主導権を握ります。子供自身が主体
的に動けるようになるために、キーパーソンから
働きかけをして、先手を取って適切な行動を促す
先手支援を行います。「これならきっとできる
よ、一緒にやってみよう」と投げかけ、できたと
きには「やっぱりできたね！」と褒めて認めるこ
とが大切です。

第３フェーズ：他者との関係づくり
「橋渡し支援」

　キーパーソンと対象児の一対一の愛着関係が形
成された後、他者との関係につなぎ、広げていく
橋渡し支援を行います。その際、初めはキーパー
ソンが、対象児と他の子供や大人とのやりとりに
一緒に付き合うことが重要です。橋渡し支援で
は、キーパーソンが全てのやりとりを媒介する段
階から、その場でやりとりを見守る段階、やりと
りの事前の確認、事後の報告と称賛を行う段階へ
と、徐々にキーパーソンが立ち位置を引いて、支
援の度合を薄くしていきます。

第４フェーズ：自立のための支援
「受け渡しの儀式」
　キーパーソンが交代する年度末等の区切りで
は、対象児が安心して生活を続けられるよう、前
キーパーソンと対象児が新キーパーソンの前で、
「こんなときには、こうすればできる」という、
行動の際に参照するポイントを披露する受け渡し
の儀式を行います。こうすることで、対象児は新
キーパーソンの前で試し行動をする必要もなくな
り、新キーパーソンもその後に手探りの支援をせ
ずに済むことにつながります。

おわりに
　子供と母性的養育者との二者関係から提唱され
た愛着理論は、ヒトの共同養育を裏付ける人類学
や霊長類学の知見により、社会を構成する複数人
と愛着を形成し、多様な経験を統合することで、
より安定した心理的、社会的適応を可能にすると
いう考え方（ソーシャルネットワーク理論）に拡
張されつつあります。学校等の社会においても、
キーパーソンを中心に愛着に問題を抱える子供の
よりよい成長、適応の促進に向け、愛着形成を図
る支援が展開されることが期待されます。

【引用文献】

・数井みゆき・遠藤利彦（2007）『アタッチメントと臨

床領域』ミネルヴァ書房

・明和政子（2019）『ヒトの発達の謎を解く―胎児期か

ら人類の未来まで』筑摩書房

・米澤好史（2018）『やさしくわかる！愛着障害　理解

を深め、支援の基本を押さえる』ほんの森出版
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特別支援Ｑ＆Ａ

「流れ図」を活用した指導目標・指導内容の立案

岩手県立総合教育センター　

研修指導主事 小野寺　真記子

１　流れ図に沿った指導計画・指導内容の立案
   通級指導教室での指導は、自立活動によって行
われます。自立活動の指導内容は、児童生徒の実
態と個に応じた目標に照らして、設定する必要が
あります。
　このプロセスを効果的に進めるため、「流れ
図」を使って、児童生徒の実態から指導目標や指
導内容を立案する方法をご紹介します。

２　流れ図とは
　流れ図とは、児童生徒の実態把握から具体的な
指導内容を設定するまでのプロセスを、段階的に
整理した図のことです。特別支援学校学習指導要
領解説 自立活動編（以下、自立活動編）に記載
されています。流れ図を活用することで、どのよ
うな視点で情報を整理し、指導計画を立てるとよ
いかが明確になります。

３　指導内容の設定
⑴　実態を把握する
 　初めに、対象児童生徒は、学習や生活の上で

どのような困難を抱えているのかを把握します。
自立活動編では、次のように例示されています。
・学級での行動：ルールを理解しているものの、　

実際の場面では、自分のしたいことが優先さ
れてしまうことが多い。

・学習場面の様子：教科学習の内容は、おおむね
理解している。しかし、問題に取り組む際に
は、うっかりミスをしてしまうことが多い。

・興味・関心：昆虫に興味があるが、時にそのこ
とが原因で友達とけんかになることがある。

　実態把握の際には、児童生徒の抱えている困難
さだけではなく、強みにも目を向けましょう。興
味・関心、できていること、よさなどの強みを生
かした支援は、自尊感情を高め、困難な状況を解
決する糸口となるからです。

⑵　情報を整理して課題を明らかにする
ア　自立活動の内容に沿って整理
　例えば、「友達の気持ちを理解できるものの、
衝動的に行動してしまう」という情報がある場
合、〔心理的安定〕〔人間関係の形成〕に関連す
る課題が見えてきます。
イ　学習や生活の困難さと強みを整理
  学習や生活の困難さと強みについて、その状況
や活動内容、行動の頻度や継続性等を整理しま
す。困難さが見られる場面と強みが見られる場面
を整理することにより、現状の改善に向けた支援

Q  今年度、初めてLD等通級指導教室の担当
になりました。小学校３年生のADHDの
特性が見られる児童に対して、どのよう
な手順で　指導する内容を決めるとよい
のでしょうか。

１．自立活動は、障がいのある児童・生徒が日常生活や
社会生活を自立して送るために必要な態度や技能を
身に付けることを目的としています。通級による指
導や特別支援学級、特別支援学校等で、特別な教育
課程として位置付けられます。

２．自立活動の内容は、多くの具体的な指導内容から、
人間として基本的な行動を遂行するために必要な要

素を、障がいによる学習や生活上の困難を改善・克
服するための視点で抽出したものです。これらは、
６区分27項目で構成されています。６区分とは、
〔健康の保持〕〔心理的な安定〕〔人間関係の形
成〕〔環境の把握〕〔身体の動き〕〔コミュニケー
ション〕であり、その６区分の下に、合計で27項目
が示されています。 
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の仮説を立てることができます。
ウ　「〇年後の姿」をイメージする
   対象児童生徒の特性への理解を踏まえた上で、
卒業する時期や社会に出る年齢には、どのような
姿でいることが望まれるかという長期的視点で児
童生徒の成長を見通すことも重要です。

⑶　課題を関連付けて、指導目標を立案する
　整理した情報から中心的な課題を導き出し、指
導目標を設定します。自立活動編の例示では、
「成功体験を実感することのできる学習環境の中
で、衝動的な言動をコントロールしながら、望ま
しいコミュニケーションや円滑な集団参加ができ
る」と示されています。

⑷　具体的な指導内容を立案する
　最後に、目標達成のために必要な自立活動項目
を選定し、具体的な指導内容を考えます。
ア　小集団での活動
　ねらいを焦点化させたゲーム等、ルールを守る
ことで皆が楽しむことができるという実感をもて
るような活動を設定し、前向きな行動を促しま
す。また、負けた時の対処法についても、活動を
通して学びます。
〔選定した自立活動項目：心理的な安定（３）、人間関

係の形成（３）、コミュニケーション（５）〕

イ　出来事や思いを可視化した振り返り
　例えば、友達とのやりとりを図式化し、出来事
とその時の思いから、本当は何を伝えたかったの
かを振り返ります。その上で、思いが伝わるため
には、どのように行動することが望ましいかを児
童生徒と共に考えます。
〔選定した自立活動項目：人間関係の形成（２）、コミ

ュニケーション（５）〕

ウ　感情コントロールの方法を考える
　今後取り組む感情コントロールのための具体的
な方法を児童生徒と考えます。可能な限り肯定的
な表現を使い、「イライラしたら、その場を離れ
る」「落ち着いたら、先生に思いを伝える」等、
合い言葉として意識できる工夫をします。
〔選定した自立活動項目：心理的安定（３）、人間関係

の形成（２）（３）〕

４　指導にあたり、大切にしたいこと
　指導にあたっては、対象児童生徒との信頼関係
の構築が重要です。信頼関係が築かれ、学習を通
して自己理解が促されると、児童生徒は、自分の
困難や根底にある願いについて、少しずつ語るよ
うになります。その思いを受け止め、「解決の方
法を共に考えていこう」という伴走者としてのス
タンスを示すことが、支援の始まりとなります。
また、児童生徒の思いや困難、感じ方を担任等と
共有し、学校としてのチーム支援につなげること
も、担当者としての重要な役割となります。

５　通常学級における自立活動
　自立活動は、通級指導を受けている児童生徒
や、特別支援学級、特別支援学校の児童生徒が行
う学習です。しかし、その情報整理の方法や支援
の手立てを知ることは、通常学級の支援を検討す
る際にも役立ちます。通常学級に在籍する児童生
徒の中には、通級指導の対象外であっても、学習
や生活上の困難を改善するための支援が必要な児
童生徒がいます。その支援は、児童生徒のニー
ズ、特性や障がいの状況に応じて、組織的・計画
的に行われることが必要です。その際、自立活動
編にある指導計画立案のプロセスや、障がいに応
じた支援の手立てを参考にして、支援の工夫を行
うことが望まれます。
　
６　おわりに
　流れ図を活用した指導目標・指導内容の立案
は、児童生徒の個に応じた支援を計画的に進める
ための有効な方法です。流れ図の考え方を取り入
れ、児童生徒の成長を支えていきましょう。
 

【参考文献】

文部科学省（2018）『特別支援学校教育

要領・学習指導要領解説　自立活動編』

（幼稚部・小学部・中学部）
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編集後記編集後記

◇　「教育研究岩手」は、昭和39年７月の創刊以来、その時々の岩手の教育課題を取り上げ、広い視野か
ら論説、解説をいただくとともに、県内の優れた研究・実践の交流の場としてまいりました。

◇　「教育随想」では、脳外科医でありながら、ファッションデザイナーとしても世界で活躍されている
Drまあや氏から、ご自身の学生時代の経験を通して、夢に向かって努力することや、これからの時代
を生きる若者たちへの思いについてご執筆いただきました。「論説」として、文部科学省初等中等教
育局の田村学主任視学官から「主体的・対話的で深い学び」に関わる「個別最適な学び」と「協働的
な学び」の一体的な充実の大切さについてお示しいただきました。「解説」では、佐藤校長、角谷校
長、伊藤校長、外舘校長から、それぞれの視点で、自校の実践や豊富なご経験を基に、特集テーマを
具現化するためのご示唆をいただきました。また「提言」では、スポーツライターとしてご活躍され
ている佐々木亨氏から、これまでの豊富な取材経験を基に、人材育成やそこに関わる大人の在り方に
ついてご提言いただきました。高等学校数学の「実践事例」として、確かな資質・能力の育成に向け
た取組について紹介いただきました。

◇　令和６年２月に行われた岩手県教育研究発表会では、全体テーマを「夢の実現に向けて自ら学び行動
する岩手の子ども －指導と評価の一体化で育成する確かな学力－」として、エージェンシーの視点を
踏まえて、授業者に求められる主体的な内容について、リフレクションの６段階とともに国立教育政
策研究所 研究企画開発部教育研究情報推進室の千々布敏弥総括研究官にご講演いただきました。

◇　「研究・実践交流」では、小学校における特別活動、中学校における単元構想の工夫からの授業改
善、農業高等学校における畜産の学びの実践、幼児教育における遊びの充実の実践例、特別支援学校
（病弱）における指導の充実を目指した教材開発について執筆いただきました。

◇　最後に、本号を刊行するにあたり、ご多用中のところ快く執筆をお引き受けいただき、玉稿を賜りま
した皆様に、衷心より感謝申し上げます。また、カメラレポートの掲載に際しまして、全面的なご協
力及び貴重な資料をご提供いただきました、北上市立東桜小学校の関係者各位に、衷心より御礼を申
し上げます。
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